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一般職給与法、特別職給与法、国家公務員育体法

の一部改正について(概要〉
N 

総務省�  

o 8月11B 、人事院が、国家公務員の給与に関し、国会及び内閣に対し勧告� 

O 勧告と関目、人事罷から、国家公務員宵体法の改正について意見の申出� 

O 総務省としては、労働基本権制約の代様措置である人事院勧告軒援を尊重する

との基本姿勢の下、人事院勧告(平均年収企2.4%)どおりの法案等を国会に提

出予定� 

I -鼓織の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 
1 月伊j給� 
①棒給の引下げ(IJI均"0.2%。初在給を中心とした若年膳及び蓋師は鋸龍き)

※本年4月から改正法箆行までの較差相当分i玄、本年12月期の期末手当で調整

②自宅に穫る住居手当(新築・購入後6年間、月額2，600円を支給)を廃止� 

2 ボーナス

…般職員等 現行年嵩4. 60月分→�  4. 16月分(..0.36月分)

指定職職員 現行年間3.36丹分→�  3.10月分(企O. 26月分)� 

3 紐通勤務手当の支給割合の引上げ等

①月60時間を超える超過勤務!こ係る超過勤務手掛の支給割合を引上げ� 

(100分の126から100分の160に引上げ)

②上記支給割合(150/100)と本来の支給割合(125〆100)との盤額分(25/100)

の支給iこ代えて超勤代休時聞を指定することができる制度を新設(地方公務員につい
ても、関家公務員との均衡を考慮し、顕要の規定を聾錦)

注:本年12月期のボーナスの引下げ等の内容が含まれているため、� 12月期のボーナスの基準日で
ある12F.11日よりも前に改正法が公布されていることが惑蓑

立特製職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案� 
1 内関総理大臣等の丹例給一般職の指定鞍職員に準乙て平均"0.3%引下げ

乏ボーナス現行年間3.36月分→3.10月分(企0.26月分)

菰国家公務員の宵児休業等に関する法諦の一部を改正する法律業� 
1 配護者が育児休業をしている場合であっても、宵児休業・育児矩時間勤務及び膏

児時間の承認の請求を可能とする制度の導入� 

2 子の出生後一定の期間内(8週間Hこ育児休業を取得した鞍員については、再度、

育児休業の取得を可能とする特例の導入

※地方公務員i二ついても、国家会務員との均衝を考躍し、所要の規定を蓑犠


